
コーポレートガバナンス

基本的な考え方

お客さまやお取引先、従業員および地域社会等をはじめとするさまざまなステークホルダー（利害関係者）のご期待
に応えつつ、企業価値の最大化を図るために、コーポレートガバナンス※が有効に機能するよう体制を整え、適正な意思
決定と業務遂行の実施、経営の健全化に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス推進体制

NTT東日本は、取締役会および監査役会を設置し、経営の健全性と透明性を高めるコーポレートガバナンス推進体制
を構成しています。また、2021年6月に、ガバナンスのさらなる強化と経営戦略議論の活性化を図りつつ多様な知見を
取り入れるため、新たに社外取締役を選任するとともに、経営に関する決定・監督機能と業務執行機能の明確化による
経営の機動力向上を目的に、執行役員制度を導入しました。

さらに、社長および重要な役職者で構成する経営会議の直下にサステナビリティ推進委員会、人権啓発推進委員会、
ビジネスリスクマネジメント推進委員会等の委員会を設置し、業務を適正かつ迅速に執行する体制を整えています。

なお、３名の監査役は、それぞれ独立した立場で取締役の職務執行を監査するとともに、監査役会を組織して、監査
活動のさらなる充実を図っています。

企業の不正行為の防止と競争力・収益力の向上という２つの視点を総合的にとらえ、長期的な企業価値の増大に向けた企業経営のしくみを構築すること。
「企業統治」とも言う。

※
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任期 取締役数 社外役員数 女性人数

取締役 2年 7名 1名 1名

監査役 4年 3名 2名 1名

（参考）執行役員 1年 20名 - 4名

コーポレートガバナンス体制図（2025年7月現在）

役員の構成（2025年7月現在）
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取締役会は、経営に関する重要事項の意思決定および業務執⾏の監督機関としており、社外取締役1名を含む計7名の
取締役で構成されています。原則として毎⽉1回定期的に開催する他、必要に応じて臨時開催を⾏っています。経営に関
する 重要事項について意思決定を⾏う他、業務執⾏取締役および執⾏役員からその執⾏状況の報告を随時受け、経営の
監督を⾏っています。

開催回数：16回
取締役出席率：98％

監査役会は、監査役3名で構成される監査役会を設置し、原則定期的に毎⽉1回開催しています。監査役は、会社の健
全で持続的な成⻑と社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンスの確⽴のため、独⽴した⽴場から取締役の職務執
⾏の監査を⾏っています。

リスク評価等に基づいて監査役会が策定する監査計画によって内部監査部⾨や会計監査⼈、NTT東⽇本グループ各社の
監査役と連携しつつ、各組織においてコンプライアンスの徹底や適正な内部統制がなされているか、体制の整備および運
⽤の状況を検証しています。

近年のコーポレートガバナンスをめぐる議論では、単にリスクの管理・低減にとどまらず、企業価値向上に向けた積極
的なチャレンジもその重要な要素とみなされてきており、各組織との対話等を通じてフォローするよう努めています。

取締役会

2024年度の実施状況

監査役会

業務執⾏に関する重要事項については、代表取締役社⻑、代表取締役副社⻑、執⾏役員などで構成される経営会議を設
置し、原則毎⽉曜⽇の開催により、代表取締役社⻑の迅速かつ適切な意思決定により、円滑な事業運営を実現しています。

NTT東⽇本は、NTT東⽇本グループ全体の内部統制システム※の整備に関する基本⽅針を定めて取締役会で決議すると
ともに、グループ会社に対して、同様に基本⽅針について各社の取締役会での決議を求めています。さらに、内部統制
システムの基本⽅針や構築のために必要な各種規程を整備する等の⽀援を⾏い、NTT東⽇本グループ全体で内部統制
シ

本社内に内部監査部を設置し、毎年、リスク評価に基づき監査項⽬を選定し、NTT東⽇本グループ全体を監査してい
ます。

監査結果は事業運営に適切にフィードバックし、NTT東⽇本グループ全体の内部統制機能の強化に活かすとともに、
業務運営の有効性・効率性の向上に結びつく改善提⾔にも取り組んでいます。

経営会議

内部統制システム

ステムの充実・強化を進めています。

企業の内部において、違法⾏為や業務上過失が発⽣しないよう、財務報告の信頼性や法令遵守等について、規則や組織、業務プロセスを整備するという考え
⽅、およびそのしくみ。

※

内部監査
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取締役・監査役の多様性・専門性

当社の取締役は、専門分野などのバランスおよび多様性を考慮して、当社グループの発展に寄与する幅広い視野と経
験・マネジメント能力・リーダーシップを有する人材から選任しています。

監査役については、上記に加え、専門的な経験、財務・会計に関する知見により適切な監査が期待できる人材を選任
しています。

⽒名
年齢
（歳）

性別 現在の地位・担当

分野

経営管理

マーケテ
ィング・
グローバ
ルビジネ

ス

IT・
DX・

研究開発

法務・
リスク
マネジメ
ント・
公共政策

HR
財務・
ファイ
ナンス

取
締
役

澁⾕ 直樹 62 男性
代表取締役社⻑
社⻑執⾏役員
CEO

● ● ● ● ●

池⽥ 敬 58 男性
代表取締役副社⻑
副社⻑執⾏役員
CDAIO、CSIO

● ● ● ●

熊⾕ 敏昌 57 男性
代表取締役副社⻑
副社⻑執⾏役員
CCO、CCXO

● ● ● ● ●

⽯⽥ 信吾 53 男性 取締役執⾏役員 ● ● ●

城所 征可 53 男性 取締役執⾏役員 ● ● ●

⾦花 芳則 71 男性 取締役 社外 ● ● ● ●

関根 万紀⼦ 55 ⼥性 取締役 ⾮常勤 ● ● ●

スキルマトリックス（2025年7⽉末現在）

監
査
役

永野 浩介 61 男性 監査役 社外 ● ● ● ●

境 ⿇千⼦ 58 ⼥性 監査役 ● ● ● ●

椿 泰⽂ 61 男性 監査役 社外 ● ● ● ●

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の機能向上、ひいては企業価値向上を⽬的として取締役および監査役に対して、取締役会の実効性
に関する分析・評価（アンケートまたはインタビュー）を実施しています。評価の結果は、取締役会の責務・運営・構
成などに対する課題の改善につなげています。

取締役会の実効性の評価結果と対応（2024年度）
2024年度においては当社の取締役会の意思決定プロセス、監督機能等の実効性が確保されていると評価しました。

2025年度においても、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施し、取締役会のさらなる機能向上を⽬指します。
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役員報酬の決定方針・プロセス

取締役（社外取締役および監査役を除く）の個人別の報酬については、月額報酬と賞与（短期インセンティブ）、な
らびに役員持株会を通じたNTT株式取得および業績連動型株式報酬（中長期インセンティブ）から構成することとして
います。

【基本報酬】月額報酬
月例の固定報酬とし、役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき支給

【業績連動報酬】短期インセンティブ（賞与）
当事業年度の業績を勘案し毎年6月に支給
中期経営戦略で掲げた目標を指標に設定し、評価

【業績連動報酬】中長期
＜役員持株会＞

毎月支給する株式取得目的報酬により、役員持株会を通じてNTT株式を購入することとし、購入した株
式は在任期間中、そのすべてを保有

＜業績連動型株式報酬＞
当事業年度の業績を勘案し毎年6月に支給
NTTが設定した信託を用いて、毎年6月に役位に応じたポイントを付与し、中期経営戦略の終了年度の
翌年度６月に、業績指標の達成度に応じて業績連動係数を決定し、これに累積ポイント数を乗じて付与
する株式数を算定
株式の付与は退任時

報酬構成割合は、職責に応じて月額報酬、短期インセンティブ及び中長期インセンティブの比率を定めて
います。
具体的には、標準的な業績の場合、代表取締役社長および代表取締役副社長の報酬構成は、おおよそ月額報
酬：短期インセンティブ：中長期インセンティブ＝40：35：25、その他の取締役については50：30：20と
しています。

取締役の報酬
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リスクマネジメント

基本的な考え方

NTT東⽇本グループは、事業継続性や企業価値の向上等、当社の事業活動に影響する社内外のリスクを的確にとら
え、それらリスクの予防、顕在化した場合における影響の低減に向けた迅速な対策に努めています。その⼀環として、
グループ⼀体となってリスクマネジメントに取り組んでいけるよう、⼤規模災害やパンデミックが発⽣した際の事業継
続計画（BCP）を含めた「ビジネスリスクマネジメント（以下、BRM）マニュアル」を策定し、グループ各社へ共有のう
え、各社単位でも作成することで、個々の事業内容や経営環境等に応じたビジネスリスクをコントロールしています。

推進体制

NTT東日本グループでは、目まぐるしく変化する経営環境において、企業としての社会的責任を果たし、「安心」
「安全」「信頼」のサービスを提供していくために、「BRM推進委員会」を設置しています。BRM推進委員会は、年に
2回実施し、代表取締役副社長（CCO）が委員長を務め、本社の各組織長を委員メンバーとして構成しています。同委員
会は、リスク発生状況等を踏まえた活動方針の計画審議・リスク発生状況の分析結果報告・BRMマニュアルの整備等に
ついて審議・報告を行い、ビジネスリスクに対する危機管理の強化に向けた体制整備および取り組みを推進する役割を
担っています。 当委員会を中心に、大規模災害や大規模設備故障、ネットワークへの不正アクセスやサイバーテロ等、
事業運営上のさまざまなビジネスリスクに対して、迅速かつ的確に対応しています。また、委員会での検討内容をNTT
東日本グループ各社に共有することで、グループ会社間の連携強化や情報共有の迅速化を図る等、危機管理体制の整
備・充実に努めています。
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ビジネスリスクマネジメントの評価と対策

NTT東日本グループは、「BRMマニュアル」に基づき、NTT東日本グループの円滑な企業活動を阻害するリスク、企
業の信用を失墜するリスクについて、「事業への影響度」、「発生頻度」を踏まえ、各リスクのランクづけを行い、発
生した事案に対し、迅速に対処できるよう、リスクマネジメント主管とそれに関連する組織において、当該リスクごと
の対処策を作成し、明記しています。その他、大規模災害、新型インフルエンザ等発生時に社会生活に必要不可欠とな
っている電気通信サービスを維持するための実施事項等を盛り込んでいます。

リスクの内容 対策

激甚災害により事業運営が継続できない 首都直下地震、富士山噴火、南海トラフ等の災害発生時のシナリオに基づく対
処策の検討

情報セキュリティインシデント
（漏えい、改ざん、サイバーテロ等）

発生事案の分析の実施による対処策の策定
社員等への周知・研修実施
緊急時の情報連絡体制整備

コンプライアンス違反
（ハラスメント、内部不正、贈収賄等）

意識啓発を目的とした社員研修等を実施

重要なリスクおよび対策

BCP（事業継続計画）対応

NTTグループは、「災害対策基本法」に基づき、指定公共機関※として防災に関する措置を円滑かつ適切に遂⾏する
ため、「防災業務計画」を定めています。災害発⽣時においても、通信事業者としての責務を全うするため、NTT東⽇
本は「BRMマニュアル」を策定し、グループ各社へ共有しています。マニュアルに基づき、事業分野ごとのBCPを定
め、グループ全体に周知するとともに、さまざまな想定に基づく訓練を実施することで、緊急事態発⽣時にスムーズに
実践できるよう備えています。

インシデント発⽣時の緊急対応体制

当社グループは、事業活動においてインシデントが発⽣した際に、迅速かつ適切な対応で、その影響を最⼩限化する
ために、報告・共有ツールを整備しています。また、業務災害や情報漏えい等の発⽣頻度や影響度に応じてリスクを区
分し、それらの区分ごとに機能する報告スキームを確⽴しています。

※ NTTグループは「災害対策基本法」により、NTT、NTT東⽇本、NTT⻄⽇本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモの5社が指定公共機関に指定されてい
ます。

防災業務計画 [511KB]
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情報セキュリティの確保

基本的な考え方

NTT東日本は、お客さまから信頼される企業であり続けるために、情報セキュリティを重要な経営課題の一つとして
認識し、「プライバシーポリシー」等を定め、遵守の徹底に努めています。これらの方針に則り、情報セキュリティ推
進体制を構築し、KPIを設定したうえで、各種取り組みの実施、改善、強化を図っています。

また、巧妙化・組織化するサイバー攻撃など、ますます高度化する脅威に対して対策を講じ、NTT東日本グループ全
体で情報セキュリティの確保に取り組むことで、お客様からの信頼を維持し、パートナーの皆さまとともに、安心・安
全なデジタル社会の実現に貢献していきます。

KPI・目標と実績

KPI 対象範囲 目標 2024年度実績

サイバー攻撃に伴う重大なインシデント発生件数 NTT東日本（単体） ゼロ ゼロ

情報漏洩件数 NTT東日本グループ ゼロ ゼロ
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情報セキュリティ推進体制
NTT東日本では、最高コンプライアンス責任者（CCO）および最高情報セキュリティ責任者（CISO）を設置し、社長

直轄の組織である「情報セキュリティ推進部」を中心に、「NTT東日本情報セキュリティ推進チーム」を設置し、グル
ープ全体のセキュリティ対策強化およびセキュリティガバナンスの強化を図っています。

また、社内委員会である 「情報セキュリティ推進委員会」 を定期的に開催し、情報セキュリティに関する基本方針や
各種対策について審議し、全社的な取り組みを推進しています。

これらの体制の下、 「情報セキュリティ基本規程」 を定め、各種点検・監査の実施、社員等の知識向上と意識醸成を
目的とした研修の実施等、技術的・物理的な対策の強化を通じて、情報セキュリティの確保に努めています。

NTT東日本におけるマネジメント

重⼤なセキュリティインシデント発⽣時の緊急対応体制

NTT東⽇本において情報セキュリティインシデントが発⽣した場合は、緊急性や重⼤性といった影響度により、関連
組織によるIRT（インシデント・レスポンス・チーム）を招集し、経営幹部と連携し迅速な対応を⾏います。

また、サイバー攻撃に対応するCSIRT（NTT EAST-CIRT）を設置し、⾃社設備への攻撃の監視や国内外の攻撃動向の
収集を⾏い、インシデント発⽣に備えています。重⼤なインシデントの発⽣時には、CSIRTを中⼼とした全社的な有事
態勢としてサイバーセキュリティ対策本部を⽴ち上げ、NTTグループ各社との協⼒体制のもと、社内外の関係組織や経
営幹部と密に連携し、迅速に対応を進めています。
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技術的セキュリティ対策

お客さま情報等を保有する重要なシステムの運用にあたって、NTT東日本では業務目的によって細分化されたアクセ
ス権限の設定や操作ログの記録・保存等により、情報の不適正な利用の防止を図っています。

また、お客さま情報等を誤って社外へ流出させることを防止するため、メールを送信する際に送信ボタンを押すと
「送信先」「メール本文の内容」「添付ファイルの内容」に誤りがないかを自ら確認する機能や、社外宛のメールにフ
ァイルを添付して送信する場合は、クラウドストレージを利用したファイル授受に加え、管理者の承認を必要とするし
くみを導入しています。

その他にも、リモートワークに対応したセキュリティ環境を整備する等、セキュリティリスクを低減する対策を実施
しています。

システム等による技術的な情報セキュリティ対策

メールの誤送信防止システムのイメージ

物理的セキュリティ対策

NTT東⽇本は、情報の盗聴や不適切な持出し、部外者の侵⼊等による漏えいを防ぐため、物理的なセキュリティ対策
を⾏っています。具体的には、情報を取り扱う建物やフロアへの⼊退室管理、重要な⽂書の施錠保管やペーパレス化、
情報の持ち出し管理、電⼦記録媒体の管理、端末廃棄時のデータ消去等の諸対策を講じています。
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情報セキュリティに関する研修・啓発

情報セキュリティを確保するためには、導入した対策を一過性の取り組みで終わらせることなく、継続的な改善を重
ねながら実践していくことが重要です。また、すべての社員等が情報セキュリティの重要性を十分に認識・理解し、能
動的に取り組む企業風土を醸成する必要があります。

そのため、グループ会社も含めた全社員等を対象に、お客さま情報の取り扱いに関するeラーニング等、各種研修や、
加えて、ウィジェットツールを活用して社員のパソコン端末へメッセージを配信する等を実施し、情報セキュリティに
対する意識の向上に努めています。

また、事業の拡大に伴い、新たに設立したグループ会社に対しても、情報セキュリティリスクを認識したうえで事業
を遂行できるよう、研修教材を作成し、研修を実施しています。

外部脅威への対策

外部からの不正アクセス、標的型攻撃等への対策

NTT東⽇本では、サイバーセキュリティ対策について、「特定」「防御・検知」「対応・復旧」の各フェーズで技術
⾯・運⽤⾯での対策を実施しています。

システム開発・導⼊の各⼯程にセキュリティの専⾨組織が関与することで、脆弱性リスクを低減するとともに、複数
のセキュリティ対策装置による多層防御によりサイバー攻撃の検知・防御を⾏っています。また、危機管理体制を整備
し、サイバー攻撃を想定したインシデント対応訓練にも取り組んでいます。

巧妙化する標的型攻撃メールによる被害の発⽣を防ぐため、グループ会社を含む全社員等を対象とした知識醸成に向
けた研修、擬似メールを送信し、不審メールの⾒極めおよび受信時のエスカレーションまで実⾏する実践的な演習を実
施するとともに、社内への情報発信を強化しています。

標的型攻撃メール演習のイメージ
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NTTグループ全体で年1回実施するサイバーインシデント対応演習に、NTT東日本からも参画し、インシデント時の対
応を確認する演習を行っており、NTT東日本でも年数回、サイバー攻撃による被害を受けた際の対応を演習し、経営幹
部を含めた対応体制構築および対応手順の確認を行っています。

サイバーインシデント演習

点検・監査体制

事業の第⼀線にある各組織が、⾃ら情報の取り扱いルールの遵守状況を定期的に点検するとともに、業務システムへ
のアクセス権限が適切に付与されているか、不適切なアクセスが⾏われていないかについても、ログの点検などを通じ
て定期的に確認し、⽇頃から厳格な情報管理体制の維持に努めています。

年度 2024年度

組織数 45

情報セキュリティに関する各種点検の実施

情報セキュリティに関する監査

グループ全体で、「3ラインモデル」に基づき、情報セキュリティガバナンス強化に取り組んでおり、内部監査の⼀環
として、情報セキュリティの管理体制や情報の適正な取扱い状況、システムのセキュリティ対策等について、全組織を
対象に1年〜3年の周期で監査を実施しています。

監査項⽬やリスク評価の観点については、社内外におけるセキュリティインシデントの発⽣状況等、環境の変化を注
視しながら策定しており、重要情報を扱うシステムのセキュリティ対策状況や運⽤状況などを監査項⽬としています。

監査結果は、経営会議および取締役会に報告することとしています。

情報セキュリティ監査実施組織数
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コンプライアンスの推進

企業倫理に関する行動指針

NTT東日本グループは、すべての役員および社員についての企業倫理※に関する具体的な行動指針である「NTTグル
ープ企業倫理規範」（2002年制定、2022年改定）に基づき、グループ全体で企業倫理の確立に向けた取り組みを推進
しています。

企業市民として持つべき倫理。企業が法令を遵守すること、倫理や道徳等、社会的規範を遵守することを指す。コンプライアンス（法令遵守）の訳語として
用いられる場合もある。

※

NTTグループ企業倫理規範
1.

2.

3.

4.

5.

6.

経営トップは、企業倫理の確⽴が⾃らに課せられた最⼤のミッションのひとつであることを認識し、率先垂範して
本規範の精神を社内に浸透させるとともに、万⼀、これに反する事態が発⽣したときには、⾃らが問題の解決にあ
たる。

部下を持つ⽴場の者は、⾃らの⾏動を律することはもとより、部下が企業倫理に沿った⾏動をするよう常に指導・
⽀援する。

NTTグループのすべての役員および社員は、国内外を問わず、法令、社会的規範および社内規則を遵守することは
もとより、公私を問わず⾼い倫理観を持って⾏動する。とりわけ、情報流通企業グループの⼀員として、お客さま
情報をはじめとした企業内機密情報の漏えいは重⼤な不正⾏為であることを認識し⾏動するとともに、社会的責務
の⼤きい企業グループの⼀員として、お客さま、取引先などとの応接にあたっては過剰な供授を厳に慎む。また、
公務員、政治家と応接する場合には、贈賄や相⼿⽅に国家公務員倫理法・国家公務員倫理規程または⼤⾂規範に違
反をさせる⾏為やその疑いを⽣じさせる⾏為は⾏わない。

NTTグループ各社は、役員および社員の倫理観の醸成に資するべく、機会をとらえ企業倫理に関する社員教育を積
極的に実施する。

NTTグループのすべての役員および社員は、業務の専⾨化・⾼度化の進展に伴い発⽣が懸念される不正・不祥事の
予防に努めるとともに、NTTグループ各社は、契約担当者の⻑期配置の是正や、お客さま情報などの保護に向けた
監視ツールの充実など、予防体制の整備を徹底する。

不正・不祥事を知ったNTTグループのすべての役員および社員は、上司などにその事実を速やかに報告する。ま
た、これによることができない場合は、「企業倫理ヘルプライン（受付窓⼝）」に通報することができる。なお、
不正・不祥事を通報した役員および社員は、申告したことによる不利益が⽣じないよう保護される。

不正・不祥事が発⽣したときは、NTTグループ各社は、迅速かつ正確な原因究明に基づく適切な対処によって問題
の解決に取り組むとともに、社会への説明責任を果たすベく、適時・適確な開かれた対応を⾏う。

7.
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推進体制

NTT東日本グループは、全社的な企業倫理の強化を目的に、代表取締役副社長（CCO）を委員長とし、本社各室部の
組織長または総括部長で委員を構成する「NTT東日本企業倫理委員会」を中心とした企業倫理推進体制を整備していま
す。

同委員会では、前年度の取り組み結果や通報状況・傾向分析、当年度の取り組み内容等について審議し、重要事項は
取締役会に報告するとともに、本社各室部やグループ会社の企業倫理担当者へ周知し、NTT東日本グループにおける企
業倫理の強化に向けた具体的な取り組みを展開します。

2024年度は、企業倫理委員会を2回開催し、「企業倫理強化月間」を設定して、ハラスメント防止に向けた意識啓発
の継続実施や社内ルールの適切な理解を図るとともに、グループ内で発生したコンプライアンス違反事例の再発防止に
向けたコンテンツを展開する等、NTT東日本グループ全体で施策を展開し、クリーンな職場の維持・向上に努めていま
す。

企業倫理ヘルプライン（内部通報制度）

NTT東⽇本グループの社員等は、法令違反等の⾮違⾏為や企業倫理に反する、いわゆる「不正・不祥事」に該当する
ような事象を発⾒しても、通常の業務遂⾏上の⼿段・⽅法による上司等への相談が難しい場合には、企業倫理に関する
不正や不祥事の未然防⽌を⽬的とした「企業倫理ヘルプライン」に申告することができます。

「企業倫理ヘルプライン」は、NTT東⽇本およびNTT東⽇本グループ各社に社員・役員が利⽤できる内部通報の社内
受付窓⼝と、NTTが弁護⼠事務所に委託し、社員・役員のほか、社外の⽅でも通報が可能な社外受付窓⼝を設置してい
ます。

企業倫理ヘルプラインに申告があった場合、事案の内容に応じて、各社の企業倫理委員会が調査を⾏い、不正・不祥
事に該当するかどうか判断するとともに、必要に応じた対策を講じるしくみを整えています。申告者については、申告
によって不当な⼈事（⼈事異動、降格等）といった不利益が⽣じないよう保護することを「NTTグループ企業倫理規
範」に明記しています。

2024年度はNTT東⽇本グループ全体で151件の申告があり、各社の企業倫理委員会が調査を⾏い、調査結果に応じた
対処を実施しています。
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NTT東日本グループ「企業倫理ヘルプライン」への申告件数

企業倫理の社内浸透

NTT東⽇本グループは、「NTTグループ企業倫理規範」の理解・浸透を促進し実効性を⾼めるとともに、企業倫理を
さらに推進することを⽬的に、毎年、全社員を対象としたさまざまな浸透施策を講じています。

コンプライアンス研修の実施

NTT東⽇本グループ社員等を対象としたコンプライアンスに関する研修を毎年実施しています。
また、⼊社時やマネージャー任⽤時等の節⽬においても研修を実施することで、コンプライアンス意識の向上を図っ

ています。
2024年度は、管理者や役員向けの研修を展開することにより、さらなる全社的なコンプライアンス意識の向上を図り

ました。

NTT東⽇本グループ「企業倫理ヘルプライン」申告受付体制

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

申告件数 26件 16件 64件 126件 151件

内訳⽐率

業務関連 42% 34% 37% 30% 8%

ハラスメント 50% 59% 38% 38% 61%

服務等 8% 7% 15% 17% 11%

その他 0% 0% 10% 15% 19%
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毎年実施しているNTT東日本グループ社員等を対象にした「企業倫理アンケート」（有効回答数: 42,269人／2024
年）では、「会社の企業倫理に関する行動方針（NTTグループ企業倫理規範等）が定められていることを知ってい
る。」という項目をはじめ、企業倫理の意識に関するすべての項目で高い水準の回答結果を得られました。

引き続き、企業倫理意識のさらなる向上のため、グループ全体で取り組みを推進していきます。

項目 はい いいえ

「NTTグループ企業倫理憲章」を知っている 98.8% 1.2%

経営層から企業倫理に関する発言を聞いた 84.6% 15.4%

常に倫理観やコンプライアンス意識を持って行動している 98.6% 0.2%

企業倫理アンケートの実施

NTTグループ企業倫理規範の4つの視点

2024年度「企業倫理アンケート」

企業倫理推進のためのポスター

　社員のコンプライアンス意識を醸成するため、社内イントラネットでコンプライア
ンスに関する資料の掲載、社内SNS等を活⽤した全社員への直接的な周知、企業倫理
推進ツールであるポスターやポケットカードの展開等、コンプライアンスに関する重
要性について周知徹底を図っています。

また、毎年12⽉を「企業倫理強化⽉間」に設定しており、トップメッセージの発信
や各種啓発コンテンツの展開をしています。

コンプライアンス意識の醸成
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コンプライアンスの徹底に向けた取り組み

NTT東⽇本グループは各国・地域の法規制をはじめ、社会規範や国際ルールの遵守徹底に向けて、さまざまな取り組
みを展開しています。

NTT東⽇本グループ各社では、契約審査制度を整備し、各種契約の締結前に契約審査を⾏うことで、不正⾏為の防
⽌、法的リスクの低減を図っています。また、契約の締結・サービス開発に関わる担当者等を対象に、契約実務や賠償
対応に加え、新たなサービスの提供等における留意点など実務に即した内容を体系的に整理した動画コンテンツを公開
し、困ったときにいつでも視聴できる環境を整える等、⼀⼈ひとりが法令を遵守して⽇常業務やビジネス拡⼤の推進等
を⾏えるよう取り組んでいます。加えて、取締役に対しても、適切な経営を遂⾏するのに必要な情報を提供するため、
法改正の動向等をふまえた動画コンテンツを展開するなど継続的な情報提供を実施しています。

また、主要なグループ会社の法務担当者を対象にした連絡会を設置し、定例会を開催しています。連絡会を通じて法
改正等の重要な情報の展開をグループ会社も含めて⾏い、グループ全体でコンプライアンスの徹底を図っています。

2024年度は、法制度の情報共有（下請法（取適法）改正）や、社内制度の改定⽅針等の周知を⾏いました。

NTT東⽇本グループは、憲法および電気通信事業法で保護すべきと定められている「通信の秘密」を侵害することが
ないよう、適切に取り扱うことが電気通信事業者にとって最も重要な責務であると考えています。そうした認識の下、
当社の取り扱い中にかかる通信の内容等、「通信の秘密」に該当する情報の保護のさらなる徹底を図るため、新⼊社員
向けWEB研修や全従業員向けのビジネスナレッジを実施しています。

契約時の不正防⽌

通信に関する情報保護

NTT東⽇本グループは、反社会的勢⼒との関係遮断に向けて、反社会的勢⼒排除のための条項を契約書に盛り込む等
の対応もしています。

今後も、関係法令の遵法意識のさらなる浸透に向けた取り組みについて検討し、推進していきます。

反社会的勢⼒との関係遮断

競争法遵守に向けた取り組み

NTT東⽇本グループは公正な社会の実現に寄与すべく、競争法等の法令の遵守徹底を図るためのさまざまな取り組み
を実施しています。独占禁⽌法で⽰されている禁⽌事項をわかりやすくまとめた「競争法ハンドブック」や社員向け解
説資料を作成し社内に展開することに加え、取締役を対象とした談合防⽌に向けた動画コンテンツを展開するなど、独
占禁⽌法に抵触することのないよう注⼒しています。

また、下請法の遵守のため、契約の実施状況の定期点検を継続的に⾏うとともに、契約の締結に関わる担当者等を対
象とした勉強会を開催しています。くわえて、これらの法令遵守の周知・徹底を図るべく、全従業員向けのビジネスナ
レッジも実施しています。

その他、独占禁⽌法や下請法に関する協議・報告ルールを整備しており、これらの法律に関連する問題が⽣じた場合
および問題が⽣じる可能性が判明した場合には、グループとして適切に対応するように努めています。
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贈賄防止に向けた取り組み

NTT東日本グループでは、どのような贈賄行為への関与も決して許されるものではないという認識を共有し、徹底し
ています。

また、NTT東日本グループでは政府や地方自治体をはじめとする取引先との健全な関係性を維持し、公正な取引を行
うことを目的に、贈賄防止に関する社員向けの浸透ツールとして、「贈賄防止ハンドブック」を展開しています。この
ハンドブックには贈賄やファシリテーションペイメント※に関する基本的な情報と事例を掲載し、全従業員が正しい知識
と理解を得られるよう促しています。

NTT東日本はグループ各社に対しハンドブックを展開し、それに基づいた適切な事業活動を展開するよう取り組んで
います。

行政サービスに係る手続きの円滑化等を目的とした行政関係者や公務員への少額の支払い。※

広告表⽰の適正化に向けた取り組み

NTT東⽇本は、「適正かつわかりやすい広告表⽰」を⽬的に、広告表⽰審査室を設置しています。広告表⽰審査室
は、景品表⽰法などの関連法令や電気通信サービスの広告表⽰に関するガイドラインに基づき、広告表⽰に関する社内
規程や広告表⽰実施時のルールを定め、広告掲出前に広告表⽰の審査を⾏っています。法令遵守はもとより、⼈権や多
様性に配慮し適正かつ公平な表⽰となるよう取り組んでいます。

また、代表取締役を委員⻑とする「広告表⽰適正化管理委員会」を設置し、広告表⽰審査の実施状況や制度運⽤状況
の報告を⾏っています。その上で、必要に応じて社内規程やルール等を⾒直しつつ、継続的に広告表⽰の適正化を推進
しています。

さらに、広告表⽰審査室による啓発活動（各種セミナー・啓発ツールの共有）や広告表⽰審査室のホームページなど
を活⽤した情報の発信を通して、NTT東⽇本グループ全体で広告表⽰に関する理解促進、意識・スキル向上に取り組ん
でいます。

NTT東⽇本グループは、今後も広告表⽰の質の向上を図るとともに、関連法令の遵守および、お客さまにわかりやす
い情報発信に努めていきます。

AI倫理に対する取り組み

NTT東⽇本グループは、NTTグループのAIガバナンスに則り、国内外から求められるリスク管理とガバナンスに対応
することで、NTTグループにおけるAIの競争⼒と安全性を両⽴し、AI活⽤を推進します。

NTTグループ AIガバナンス
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https://group.ntt/jp/group/ai/governance.html



